
 

                                                                   

 

当診療所の診療は下記の期間が休診となるのでお知らせいたします。 

なお、新年の診療開始日は 1月 5日（月）からとなります。 

 

 

12 月 29日（月） 通常通り 

 

12 月 30日（火） 

12 月 31日（水） 

1 月 1 日（木） 

1 月 2日（金） 

1 月 3日（土） 

1 月 4日（日） 

 

1 月 5日（月） 通常通り 

 

 

 

 

 

 

 

太田協立診療所 

所長 加藤 なつ江 

年末年始の診療について 

休診 


